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Ⅳ 制度の概要等 

 

１ 札幌市オンブズマン制度の概要 

 

(1) 制度導入の背景 

オンブズマン制度は、複雑化する社会状況に対応した透明性の高い行政運営を

行うとともに、市民と行政が一体となったまちづくりを進めていくため、札幌市

オンブズマン条例に基づき、平成 13 年３月に発足しました。 

また、平成 19 年４月に施行された札幌市自治基本条例においても、公正で信頼

の置ける行政運営を確保するための制度として位置付けられています。 

※ 「オンブズマン」という言葉は、スウェーデン語の「ombudsman（代理人）」がもとにな

っています。 

 

(2) オンブズマンの役割 

① オンブズマンは、市の業務に関する苦情を公正に調査し、中立な立場で判断

します。 

② 市政に関することを、自ら取り上げて調査します（発意調査）。 

 

(3) 苦情申立ての対象となるもの 

オンブズマンが管轄するのは、市の機関の業務執行に関する事項及び当該業務

に関する職員の行為に関することで、本人に利害関係があり、その事実のあった

日から１年以内のものです。 

例えば、税金の使い方などの市政に対する提言や要望に関することなどは、直

接的・具体的な利害関係がないため調査できません。 

 

(4) 苦情申立てとして扱えないもの 

次の申立ては、オンブズマンの所轄事項から除かれているため取り扱えません。 

① 判決、裁決等により係争中又は確定した権利関係に関すること 

② 監査委員が監査を実施していること 

③ 議会に関すること 

④ オンブズマンの行為に関すること 

⑤ 子どもの権利救済委員に救済を申し立てたこと及び同委員の行為に関すること  
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(5) オンブズマンの組織等 

① オンブズマン 

オンブズマンは、人格が高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうちか

ら、議会の同意を得て市長が委嘱します。オンブズマンは、次のとおりです。 

田 村 智 幸（弁護士） 

神 谷 奈保子（民事調停委員） 

梶 井 祥 子（大学教授） 

  ② 任期 

オンブズマンの任期は２年で、１期に限り再任されることができます。 

③ その他のスタッフ 

オンブズマンの調査を補佐するため、専門調査員３名が置かれています。ま

た、制度を運営するオンブズマン事務局に、市職員３名と受付を担当する相談

員２名が配置されています。 

 

(6) 苦情申立ての方法 

申立ては、本人（代理人も可）が、住所、氏名、苦情の内容等を記載した書面

により行うことになります。持参のほか、郵送やＦＡＸ、ホームページからも申

立てができます。 

苦情申立書は、リーフレットとともにオンブズマン室、市民の声を聞く課、各

区役所（広聴係）等に備えてありますが、必要事項の記載があれば、所定の様式

以外でも申し立てることができます。 

制度利用に要する費用は無料です。 

 

(7) 調査結果の通知 

市の関係機関への事情聴取や法令等の検討を行い、オンブズマンの調査結果と

してまとめたものを、申立人及び市の関係機関に対して文書で通知します（申立

てから調査結果の通知までは、通常１か月から１か月半程度かかります）。 

 

(8) 活動状況の報告･公表 

オンブズマンの活動状況は、毎年、市長及び議会に報告するとともに公表しま

す。 
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２ 苦情処理の流れ 

 

 

 

市の担当部局等を調査 

オンブズマンの判断 

調査結果を通知 

勧告・意見表明 

オンブズマンが必要と認めるとき等 

苦情申立て 

持参  郵送・FAX・HP 

申立書の受理通知 オンブズマンと面談 

申立人 

受付 

市の担当部局 

フォローアップ調査   

（改善状況等の調査）  

必要に応じて 

市からの 

改善状況報告 

オンブズマンが調査で

きない場合も、理由を

つけて通知します。 

※面談希望の場合は電話で予約 

一度調査を実施した事項について、再度調査をすることはできません。 

市の担当部局  

郵便 

申立人 

オンブズマン室 

必ず書面で申立て 
（ 匿名では申立てで

きません。） 
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３ 札幌市オンブズマン制度のあゆみ 

平成 12 年 

同 

～ 

 

同 

 

７月 

８月 

10 月 

 

12 月 

 「オンブズマンを考えるシンポジウム」を北大と共催 

「オンブズマン市民セミナー」開催。電子会議室「私たちが考え

るオンブズマン制度」を開設。市民セミナー参加者が札幌市に提

言書を提出 

平成 12 年第４回定例市議会において全会一致で札幌市オンブズ

マン条例を制定（平成 13 年３月１日施行） 

平成 13 年 

同 

３月 

11 月 

 札幌市オンブズマン室開設（場所：オーク札幌ビル） 

全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会に加入 

勧告第１号（道路幅員の確定について） 

平成 16 年 12 月  札幌市オンブズマンに関する市民アンケート調査実施 

平成 18 年 ４月  夜間オンブズマン開始（条例附則に基づく見直し措置） 

オンブズマン事務局が機構上総務局に編入 

平成 19 年 

 

同 

４月 

 

５月 

 札幌市自治基本条例施行（公正で信頼の置ける行政運営の確保に

向けてオンブズマンを置くことを改めて規定） 

オンブズマン室が市役所本庁舎 15 階に移転 

平成 21 年 

 

 

同 

 

同 

４月 

 

 

６月 

 

８月 

 札幌市オンブズマン条例の一部改正（「札幌市子どもの最善の利

益を実現するための権利条例」制定により「子どもの権利救済委

員」が設置されたことに伴い、相互の関係を規定したもの） 

勧告第２号（証明等手数料条例とその運用の不整合な状態の解消

について） 

苦情申立て件数が累計で 1,000 件を超える 

平成 23 年 

同 

３月 

６月 

 制度発足 10 周年を迎える 

制度発足 10 周年を記念し、活動報告書（10 周年特集号）を発行 

平成 25 年 ３月  平成 24 年度の年間苦情申立て件数が 20 年間で最多の 135 件となる 

平成 28 年 ６月  オンブズマン室が市役所本庁舎 11 階に移転 

平成 29 年 11 月  苦情申立て件数が累計で 2,000 件を超える 

令和３年 

同 

３月 

７月 

 制度発足 20 周年を迎える 

制度発足 20 周年を記念し、活動報告書（20 周年特集号）を発行 
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４ 歴代オンブズマン 

氏 名 
職業・経歴等 

（就任時） 
任 期 

廣
ひろ

 岡
おか

 得
とく

一郎
いちろう

 
弁護士 

平成 13 年 3 月 1 日～平成 15 年 2 月 28 日 

平成 15 年 3 月 1 日～平成 17 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 13 年 3 月 1 日～平成 17 年 2 月 28 日 

長
なが

 井
い

 敬
けい

 子
こ

 

札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

人権擁護委員 

平成 13 年 3 月 1 日～平成 15 年 2 月 28 日 

平成 15 年 3 月 1 日～平成 17 年 2 月 28 日 

三
み

 谷
たに

 鉄
てつ

 夫
お

 
北海道大学名誉教

授 

平成 13 年 3 月 1 日～平成 14 年 2 月 28 日 

平成 14 年 3 月 1 日～平成 16 年 2 月 29 日 

佐
さ

 藤
とう

 譲
じょう

 治
じ

 

元会社役員 
平成 16 年 3 月 1 日～平成 18 年 2 月 28 日 

平成 18 年 3 月 1 日～平成 20 年 2 月 29 日 

代表オンブズマン：平成 17 年 3 月 1 日～平成 20 年 2 月 29 日 

文
ぶん

 仙
せん

 俊
しゅん

 一
いち

 

弁護士 
平成 17 年 3 月 1 日～平成 19 年 2 月 28 日 

平成 19 年 3 月 1 日～平成 21 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 20 年 3 月 1 日～平成 21 年 2 月 28 日 

杉
すぎ

野
の

目
め

 康
やす

 子
こ

 
翻訳家 

元北海道教育委員 

平成 17 年 3 月 1 日～平成 19 年 2 月 28 日 

平成 19 年 3 月 1 日～平成 21 年 2 月 28 日 

前
まえ

 野
の

 正
まさ

 明
あき

 

元会社役員 
平成 20 年 3 月 1 日～平成 22 年 2 月 28 日 

平成 22 年 3 月 1 日～平成 24 年 2 月 29 日 

代表オンブズマン：平成 21 年 3 月 1 日～平成 23 年 2 月 28 日 

岩
いわ

 本
もと

 勝
かつ

 彦
ひこ

 

弁護士 
平成 21 年 3 月 1 日～平成 23 年 2 月 28 日 

平成 23 年 3 月 1 日～平成 25 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 23 年 3 月 1 日～平成 25 年 2 月 28 日 

井
いの

 上
うえ

 宏
ひろ

 子
こ

 
消費生活アドバイ

ザー 

平成 21 年 3 月 1 日～平成 23 年 2 月 28 日 

平成 23 年 3 月 1 日～平成 25 年 2 月 28 日 

相
あい

 澤
ざわ

 重
しげ

 明
あき

 

札幌家庭裁判所家

事調停委員 

平成 24 年 3 月 1 日～平成 26 年 2 月 28 日 

平成 26 年 3 月 1 日～平成 28 年 2 月 29 日 

代表オンブズマン：平成 25 年 3 月 1 日～平成 27 年 2 月 28 日 

三
み

 木
き

 正
まさ

 俊
とし

 

弁護士 
平成 25 年 3 月 1 日～平成 27 年 2 月 28 日 

平成 27 年 3 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 27 年 3 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日 
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氏 名 
職業・経歴等 

（就任時） 
任 期 

吉
よし

 田
だ

 かよ
か よ

子
こ

 北星学園大学教授 平成 25年 3 月 1 日～平成 27年 2月 28 日 

岩
いわ

 田
た

 雅
まさ

 子
こ

 
札幌地方・簡易裁

判所民事調停委員 

平成 27年 3 月 1 日～平成 29年 2月 28 日 

平成 29年 3 月 1 日～平成 31年 2月 28 日 

杉
すぎ

 岡
おか

 直
なお

 人
と

 

北星学園大学教授 
平成 28年 3 月 1 日～平成 30年 2月 28 日 

平成 30 年 3 月 1 日～令和 2 年 2 月 29 日 

代表オンブズマン：平成 29 年 3 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日 

房
ふさ

 川
がわ

 樹
き

 芳
よし

 

弁護士 
平成 29年 3 月 1 日～平成 31年 2月 28 日 

平成 31 年 3 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日 

代表オンブズマン：平成 31 年 3 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日 

八木橋
や ぎ は し

 眞
ま

規子
き こ

 
札幌地方・簡易裁

判所民事調停委員 

平成 31 年 3 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日 

令和 3 年 3 月 1 日～令和 5 年 2 月 28 日 

原
はら

   俊
とし

 彦
ひこ

 

札幌市立大学名誉

教授 

令和 2 年 3 月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日 

令和 4 年 3 月 1 日～令和 6 年 2 月 29 日 

代表オンブズマン：令和 3 年 3 月 1 日～令和 5 年 2 月 28 日 

田
た

 村
むら

 智
とも

 幸
ゆき

 

弁護士 
令和 3 年 3 月 1 日～令和 5 年 2 月 28 日 

令和 5 年 3 月 1 日～ 

代表オンブズマン：令和 5 年 3 月 1 日～ 

神
かみ

 谷
や

 奈保子
な ほ こ

 
札幌地方・簡易裁

判所民事調停委員 
令和 5 年 3 月 1 日～ 

梶
かじ

 井
い

 祥
しょう

 子
こ

 札幌大谷大学教授 令和 6 年 3 月 1 日～ 
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５ 札幌市オンブズマン条例 

平成 12 年 12 月 12 日札幌市条例第 53 号  

（最終改正：平成 20 年 11 月 7 日札幌市条例第 36 号） 

 

第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、札幌市オンブズマンの組織、職務等に関し必要な事項を定めることに

より、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、及び市政の改善を図り、もって開

かれた市政の推進、市民の市政に対する理解と信頼の確保及び市民の意向が的確に反映さ

れた市政運営に資することを目的とする。 

 （設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、札幌市オンブズマン（以下「オンブズマン」という。）

を置く。 

 （所轄事項） 

第３条 オンブズマンの所轄事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関

する職員の行為であって、次に掲げる事項に該当しないもの（以下「市の業務」という。）

とする。 

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項 

(2) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項又は監査委員が請求に基づき現に監査を実施し

ている事項 

(3) 議会に関する事項 

(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項 

(5) 札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てた事項 

(6) オンブズマン又は札幌市子どもの権利救済委員の行為に関する事項 

 （オンブズマンの職務） 

第４条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。 

(1) 市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理すること。 

(2) 常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ調査するこ

と。 

(3) 市の業務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見を

表明すること。 

(4) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。 

 

第２章 責務 

 

 （オンブズマンの責務） 

第５条 オンブズマンは、公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。 

２ オンブズマンは、その職務の遂行に当たり、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監

視し、及び市政の改善を図る他の諸制度と有機的な連携を図ることなどにより、その役割

を効果的に果たすよう努めなければならない。 

３ オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 
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 （市の機関の責務） 

第６条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、

積極的な協力援助に努めなければならない。 

 （市民等の責務） 

第７条 市民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度

の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。 

 

第３章 オンブズマンの組織等 

 

 （オンブズマンの定数、任期等） 

第８条 オンブズマンの定数は、３人とする。 

２ オンブズマンは、人格が高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、議会の

同意を得て、市長が委嘱する。 

３ オンブズマンの任期は２年とし、１期に限り再任されることができる。 

 （兼職等の禁止） 

第９条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若し

くは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。 

２ オンブズマンは、市と特別の利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることが

できない。 

 （秘密を守る義務） 

第１０条 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 （解嘱） 

第１１条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、

又はオンブズマンに職務上の義務違反その他オンブズマンたるに適しない非行があると認

めるときは、議会の同意を得て解嘱することができる。 

２ オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることが

ない。 

（代表オンブズマン） 

第１２条 オンブズマンのうち１人を代表オンブズマンとし、オンブズマンの互選によって

これを定める。 

２ 代表オンブズマンは、オンブズマンに関する庶務を処理する。 

３ 代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、あらかじ

め代表オンブズマンが定めるオンブズマンがその職務を代理する。 

（オンブズマン会議） 

第１３条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。 

(1) オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。 

(2) 活動状況の報告に関すること。 

(3) その他オンブズマンの協議により必要と認める事項 

２ オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。 

３ 前項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項は、代表オンブズ

マンがオンブズマン会議に諮って定める。 
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第４章 苦情の処理等 

 

 （苦情の申立て） 

第１４条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務について苦情を申し立てることができる。 

 （苦情の申立手続） 

第１５条 前条の規定による苦情の申立て（以下「申立て」という。）は、次に掲げる事項を

記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズマンが当該書面によること

ができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び

代表者の氏名） 

(2) 申立ての趣旨及び理由並びに申立ての原因となる事実のあった年月日 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

 （調査対象外事項） 

第１６条 オンブズマンは、申立てが、オンブズマンの所轄事項でないもののほか、次の各

号のいずれかに該当するものであると認めるときは、当該申立てに係る苦情について調査

しない。 

(1) 申立てを行ったもの（以下「苦情申立人」という。）が、申立ての原因となった事実

についての利害を有しないとき。 

(2) 申立ての原因となった事実のあった日から１年を経過しているとき。ただし、正当な

理由があるときは、この限りでない。 

(3) 虚偽その他正当な理由がないとき。 

２ オンブズマンは、申立てがオンブズマンの所轄事項であって、かつ、前項各号に該当し

ない場合においても、調査することが相当でない特別の事情があると認めるときは、当該

申立てに係る苦情について調査しないことができる。 

 （調査の開始・非開始に係る通知） 

第１７条 オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、

理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。 

２ オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案（以下「苦

情等」という。）について調査を開始するときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知

しなければならない。 

 （調査の中止） 

第１８条 オンブズマンは、苦情等について調査を開始した場合においても、調査を続ける

ことが相当でない特別の事情があると認めるときは、調査を中止することができる。 

２ オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各号に掲げる

苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、理由を付してその旨を速やかに通知

しなければならない。 

(1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び前条第２項の規定により通知した市の機関（以下

「調査対象機関」という。） 

(2) オンブズマンの発意に基づくもの 調査対象機関  

 （調査の方法） 

第１９条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、調査対象機関

に対し、説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求
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し、又は実地に調査することができる。 

２ オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関

に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることがで

きる。 

３ オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について、特に必要があると認めるときは、

専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。 

（出資団体等の調査への協力） 

第２０条 市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるも

の及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者は、前条第２項の規定による調査について、協力するよう努めるものとする。 

 （調査結果に係る通知） 

第２１条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果について、次の各号に掲げる苦情等の区分

に応じ、当該各号に掲げるものに対し、速やかに通知しなければならない。 

 (1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び調査対象機関 

 (2) オンブズマンの発意に基づくもの 調査対象機関 

 （勧告及び意見表明） 

第２２条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市

の機関に対し、当該苦情等に係る市の業務について是正等の措置を講じるよう勧告するこ

とができる。 

２ オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めると

きは、関係する市の機関に対し、制度の改善を求める意見を表明することができる。 

３ オンブズマンは、申立てに係る苦情について前２項の規定により勧告し、又は意見を表

明したときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。 

 （勧告又は意見表明の尊重） 

第２３条 前条第１項の規定による勧告又は同条第２項の規定による意見表明を受けた市の

機関は、これを尊重しなければならない。 

（措置の状況の報告） 

第２４条 オンブズマンは、第２２条第１項の規定による勧告又は同条第２項の規定による

意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、その是正等又は

改善の措置の状況について報告を求めるものとする。 

２ 前項の報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して６０

日以内に、オンブズマンに対し、是正等又は改善の措置の状況について報告するものとす

る。 

３ オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、苦

情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。 

 （勧告等の公表） 

第２５条 オンブズマンは、第２２条第１項の規定による勧告若しくは同条第２項の規定に

よる意見表明をしたとき、又は前条第２項の規定による報告があったときは、その内容を

公表するものとする。 

２ オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護につい

て十分な配慮をしなければならない。 
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第５章 補則 

 

 （活動状況の報告） 

第２６条 オンブズマンは、毎年、その活動状況について、市長及び議会に報告するものと

する。 

 （市民との交流） 

第２７条 オンブズマンは、前条の規定によりその活動状況を市長及び議会に報告したとき

は、これを公表するものとする。 

２ オンブズマンは、前項に掲げるもののほか、その活動に関し、積極的に市民に情報を提

供するとともに、市民の意向を把握する施策を講じるなど市民との交流に努めるものとす

る。 

 （専門調査員） 

第２８条 オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置くことができる。 

２ 専門調査員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 第５条、第９条及び第１０条の規定は、専門調査員について準用する。 

 （委任） 

第２９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 （省 略） 

 

 


